
（DC制度情報）確認画面①

年金規約本文・年金規約概要（My DC PLAN）

「年金規約(本文) あなたが加入している制度の規約」「My DC 
PLAN あなたが加入している制度の規約概要」ボタンを押すと、加
入している年金規約の本文と概要がPDFファイルで確認できます。
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DC制度情報項目

現在の資格区分や、資格取得日等が表示されます。
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（DC制度情報）確認画面②

３ 個人型確定拠出年金（iDeCo）との同時加入に関わる情報

企業型確定拠出年金の加入者がｉＤｅＣｏに加入する場合に、
拠出可能な上限額を表示します。
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用語解説（DC制度情報）

項番 用語 解説

1 資格区分 現在の確定拠出年金の資格状況です。以下の種類があります。
・企業型加入者
・企業型運用指図者
・個人型加入者
・個人型運用指図者
・その他（加入者または運用指図者の資格を喪失した方のことです）

2 資格取得年月日 「資格区分」 の資格を取得した日です。
例）企業型年金加入者から企業型年金運用指図者になったときは、運用指図者となった日が表示されます。

3 年単位拠出 （企業型確定拠出年金）
・掛金を、12月から翌年11月までの範囲において複数月分をまとめて拠出する、または1年間分をまとめて拠出すること
・特定の月に各月の拠出限度額を超過して拠出すること

4 事業主掛金 企業型確定拠出年金において、企業が負担し拠出する掛金のことです。

5 加入者掛金 企業型確定拠出年金においてマッチング拠出を実施している企業で、加入者が負担し拠出する掛金のことです。
※企業型での加入者による掛金拠出は、年金規約に定められている場合のみ可能です。

6 個人型加入者掛金 個人型確定拠出年金において、加入者が負担し拠出する掛金のことです。

7 中小事業主掛金 個人型確定拠出年金において、加入者の掛金に上乗せして企業が拠出する掛金のことです。法令の要件を満たした事業主が国
民年金基金連合会に届け出ることで実施することができます。

8 iDeCo拠出可能見込額 企業型確定拠出年金の法定拠出限度額から事業主掛金額と他制度掛金相当額（他の企業年金制度等に加入している場
合の掛金相当額）を控除した残余の範囲内で、拠出することができると見込まれる個人型加入者掛金の上限額として算出した
額のことです。


